
 

令和３年６月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和３年５月２５日 

２ 招 集 日   令和３年６月１日 

３ 提出議案件数  ２４件 

予 算  ２件 

条 例 １０件 

その他 １２件 

４ 議案等件名 

議案第５４号 令和３年度西条市一般会計補正予算（第４回） 

の専決処分について 

議案第５５号 令和３年度西条市一般会計補正予算（第５回） 

について 

議案第５６号 令和３年度西条市一般会計補正予算（第６回） 

について 

議案第５７号 工事請負契約の締結について ・・・・・・・・・  １ 

議案第５８号 西条市固定資産評価審査委員会条例の一部を改 

       正する条例について ・・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第５９号 西条市火入れに関する条例の一部を改正する条 

       例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第６０号 西条市手数料条例の一部を改正する条例につい 

       て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

議案第６１号 西条市税条例の一部を改正する条例について ・・  ５ 

議案第６２号 西条市壬生川財産区管理会条例の一部を改正す 

       る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第６３号 西条市庄内財産区管理会条例の一部を改正する 

       条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第６４号 西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正す 

       る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第６５号 西条市都市計画審議会条例の一部を改正する条 

       例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第６６号 西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する 

       条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

議案第６７号 西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例 

       の一部を改正する条例について ・・・・・・・・ １１ 

報告第 １ 号 令和２年度西条市繰越明許費繰越計算書につい 

別 

冊 



 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

報告第 ２ 号 令和２年度西条市病院事業会計予算繰越計算書 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

報告第 ３ 号 令和２年度西条市公共下水道事業会計継続費繰 

越計算書について ・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

報告第 ４ 号 令和２年度西条市公共下水道事業会計予算繰越 

計算書について ・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

報告第 ５ 号 西条市土地開発公社の経営状況について ・・・・ １６ 

報告第 ６ 号 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況につい 

       て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

報告第 ７ 号 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

報告第 ８ 号 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について ・ １９ 

報告第 ９ 号 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の 

専決処分について ・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

報告第１０号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
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議案第５７号  工事請負契約の締結について 

（衛生施設課） 

 

１ 提出の理由 

西衛道施工第１号西条市道前クリーンセンター基幹的設備改良工事請負契

約の締結について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会

の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 工事番号 

西衛道施工第１号 

(2) 工事名 

西条市道前クリーンセンター基幹的設備改良工事 

(3) 契約金額 

６，１６０，０００，０００円 

(4) 契約の相手方 

神鋼環境・安藤工業特定建設工事共同企業体 

代表者 大阪府大阪市中央区備後町４丁目１番３号 

株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社 

 支社長 向 博之 

    構成員 愛媛県西条市三津屋１９０番地１ 

         安藤工業株式会社  

代表取締役社長 安藤 善太 
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議案第５８号  西条市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例について 

（総務課） 

 

１ 提出の理由 

固定資産の価格に関する審査の申出等の手続における押印の義務付けを廃

止するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

審査の申出に係る審査申出書及び口頭審理に係る口述書について、押印を

義務付ける規定を廃止する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第５９号  西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

（林業振興課） 

 

１ 提出の理由 

火入れの許可の申請の手続における押印の義務付けを廃止するため、所要

の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

火入許可申請書の様式について、押印を廃止し、署名のみとする。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第６０号  西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

（建築審査課） 

 

１ 提出の理由 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）等に基づく申請に係る手数料につ

いて、愛媛県及び愛媛県内の他の市と均衡を図るため、所要の条例改正を行お

うとするものである。 

 

２ 概要 

  令和３年４月１日に愛媛県が都市計画法等の申請に係る手数料を改定した

ことに伴い、当市においても愛媛県及び愛媛県内の他の市と均衡を図るため、

これに係る手数料を改定するとともに、その他所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第６１号  西条市税条例の一部を改正する条例について 

（市民税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が公布されたこと

に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) セルフメディケーション税制の延長 

個人市民税におけるセルフメディケーション税制による医療費控除の特

例措置について、その適用期限を現行の令和４年度から令和９年度へと５

年延長する。 

(2) 国外居住の扶養親族の取扱いの変更 

個人市民税の非課税や軽減の判定の基礎となる扶養親族のうち、国外居

住の扶養親族について、扶養控除における取扱いと同様の取扱いとする。 

 

３ 施行期日 

令和４年１月１日。ただし、国外居住の扶養親族の取扱いに関する改正規定

については、令和６年１月１日 
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議案第６２号  西条市壬生川財産区管理会条例の一部を改正する条例

について 

（施設管理課） 

 

１ 提出の理由 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とする旨の規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

  



7 

議案第６３号  西条市庄内財産区管理会条例の一部を改正する条例に

ついて 

（林業振興課） 

 

１ 提出の理由 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とする旨の規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第６４号  西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例につ

いて 

（子育て支援課） 

 

１ 提出の理由 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とする旨の規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第６５号  西条市都市計画審議会条例の一部を改正する条例につ

いて 

（都市計画整備課） 

 

１ 提出の理由 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とする旨の規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第６６号  西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例に

ついて 

（建築審査課） 

 

１ 提出の理由 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合にお

いて、書面等による会議の開催を可能とする旨の規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第６７号  西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部

を改正する条例について 

（環境政策課） 

 

１ 提出の理由 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の

７第１項の規定に基づき、西条市廃棄物減量等推進審議会を設置するため、所

要の条例改正を行う。 

 

２ 概要 

西条市廃棄物減量等推進審議会の設置、所掌事務並びに組織及び運営に関

する規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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報告第１号  令和２年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

（財政課） 

 

１ 提出の理由 

繰越明許費を設定している事業について、令和３年度へ予算繰越の措置を

したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 繰越明許費繰越予算の概要 

【一般会計】 

○繰越明許費 ２３事業の合計 
 

繰 越 額 １，４９８，１４７，６３９円 

充当財源  

国庫支出金 ６１２，２３９，０００円 

県支出金 ８９，２８０，０００円 

市債 ６１６，４００，０００円 

分担金 ３，２９６，０００円 

一般財源（繰越金） １７６，９３２，６３９円 
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報告第２号  令和２年度西条市病院事業会計予算繰越計算書について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

  令和２年度西条市病院事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良費のう

ち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  関係機関との協議等に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めなくなっ

たことによるものである。 

 

３ 繰越額 

 １，９６１万２，０００円 
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報告第３号  令和２年度西条市公共下水道事業会計継続費繰越計算書 

       について 

（下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

令和２年度西条市公共下水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良

費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に

繰り越したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８

条の２第１項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 繰越額 

１億３，０００万円 
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報告第４号  令和２年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書に 

ついて 

（下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

令和２年度西条市公共下水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良

費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に

繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３

項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  管渠建設事業において関係機関との協議、調整に不測の日数を要したこと、

及び処理場改良事業である西条浄化センター改築工事委託において入札不調

のため契約締結に不測の日数を要したことにより、各事業の年度内完成が見

込めなくなったことによるものである。 

 

３ 繰越額 

３億４，２５２万８，０００円 
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報告第５号  西条市土地開発公社の経営状況について 

（用地課） 

 

１ 提出の理由 

西条市土地開発公社の経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 西条市土地開発公社の経営状況の概要 

 

 (1) 令和２年度決算関係 

 

 

 

 

 

 (2) 令和３年度予算関係 

 収益的収入及び支出予算 ４５５，０００円 

資本的収入及び支出予算 収入 ０円 

支出 ０円 

  

資金計画 受入 ２，５６９，０００円 

支払 ２２３，０００円 

 

 事業報告書 

財産目録 

貸借対照表 

損益計算書等  
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報告第６号  公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

（社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況の概要 

 

 (1) 令和２年度決算関係 

 事業報告書 

正味財産増減計算書 

貸借対照表 

財産目録 

監査報告書 

 

 (2) 令和３年度予算関係 

 経常収益 １９，２４０，０００円 

経常費用 １７，７０７，１９６円 

差引（損益） １，５３２，８０４円 
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報告第７号  株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するも

のである。 

 

２ 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況の概要 

 

(1) 令和２年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査意見書 

 

(2) 令和３年度予算関係 

 収入予算 １０２，６９３，０００円 

支出予算 １０２，２４５，０００円 

差引（損益） ４４８，０００円 
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報告第８号  株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

（観光振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況の概要 

 

(1) 令和２年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査報告書 

 

(2) 令和３年度予算関係 

 収入予算 ３６４，９００，０００円 

支出予算 ３５０，３２８，０００円 

差引（損益） １４，５７２，０００円 
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報告第９号  交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分 

について 

（消防本部総務課） 

 

１ 提出の理由 

  交通事故に伴う和解及び損害賠償の額を決定することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告するものである。 

 

２ 概要 

  和解の内容等 

(1) 損害賠償の額 

看板の損害に係る額 金５０，６００円 

 (2) 支払等 

   公益社団法人全国市有物件災害共済会から支払われる対物損害賠償金の

範囲内で相手方に支払う。 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしない。 
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報告第１０号  権利の放棄について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により

権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 概要 

  水道使用者が死亡等の理由により、時効の援用がなされず累積している水

道料金等の債権について、回収が著しく困難又は不能となっていることから、

債権の放棄をしたものである。 

 

(1) 上水道料金等債権 

件数 ２６件 

   金額 ３８７，０１２円 

 

(2) 簡易水道料金債権 

   件数 １件 

金額 １１，７２２円 

 

(3) 西ひうち水道料金債権 

件数 1件 

金額 ２，２１０円 

 


